
バス停留所の安全性確保対策について＜協力依頼・抽出作業・情報共有時＞

国土交通省
道路局

バス事業者
【バス停留所の抽出】
バスがバス停に停車した際に、
・交差点又は横断歩道にバスの車体がかか
るバス停
・交差点又は横断歩道から前後５ｍの範
囲にバスの車体がかかるバス停
地域住民や利用者
からの意見（支局毎）

日バス協

都道府県
バス協

①依頼

①依頼

①依頼

①依頼
（非会員）①依頼

②共有

①協力依頼②報告
（非会員）

地方自治体・
道路管理者等

対象バス停の抽出

①協力要請

①協力依頼

都道府県・政令市

①協力要請

①依頼

②共有

②報告

②報告

②報告

②報告

②共有
②共有

①の抽出作業終了後

抽出作業

①協力依頼

①協力依頼整備局

（道路管理者）

①協力依頼

（国道、県道、市町村道）
（交通担当）
（住民自治担当）

関係者で情報共有し、合同検討会名で安全性の優先度のリストを公表。

道路管理者/住民 バス事業者 運輸行政 交通管理者
警察庁
交通局

都道府県
警察本部

警察署

バス停

国土交通省
自動車局

運輸局

運輸支局等

③情報提供

バス事業者
からの報告

①協力要請

②報告


